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吉川小学校開校を迎えて（1７） 
 

 

  残暑の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日

頃は、本校教育にご理解ご協力を頂き深く感謝いたします。 

 さて、本校が開校して５か月が過ぎましたが、保護者や地域の皆様のおかげで、

落ち着いた学校生活を過ごす事ができています。 

開校後の様子やご協力いただきたい事などを、前回まで（4/16付から9/1付ま

で計16回）に引き続き、これからも少しずつお伝えしていきますので、ご確認を

お願いします。 

なお、本校のホームページにも同様のものをUPしていますので、過去の文書も

確認いただけます。必要に応じてご確認ください。 

 

 

１ 吉川っ子ファミリースポーツデイ（10月 2日実施予定、予備日 10月 3日）について 

  

９月１日付の「吉川小学校開校を迎えて(16)」でお伝えしていますように、新型コロナ 

ウイルス感染症対策のため、以下の対応に基づき準備を進めています。 

 

 ①緊急事態宣言中・・・・延期 

 ②蔓延防止地域指定・・・感染症対策を講じながら実施 

ただし児童の家族や指導者以外の参加は中止 

 ③前記①②以外・・・・・予定通り実施 

 

※ ご家族の体調やワクチン接種状況等に違いがあるため、本学校行事への参加の有無

は無理をすることなく保護者でご判断下さい。 

※ 本日、プログラム等をお配りしていますので、ご確認ください。 

 

 【延期となった場合】 

 10月 11月の休日は、吉川総合公園は予約で埋まっているため（予備日を含む）、会場を 

吉川小学校へ変更して実施します。 

プログラムや会場が吉川総合公園の場合の駐車場案内及び会場を吉川小学校に変更した 



場合の来校方法（駐車場等）等の詳細は追って連絡します。 

 

 すでにお伝えしていますが、延期となった場合の開催日は、緊急事態宣言が解除された 

11月末までの休日とします。新型コロナウイルス感染状況等に応じた対応となるため、開 

催日時のご案内が開催日の直前になります事をご承知おきください。 

 

なお、11月末までに緊急事態宣言が解除されなければ、児童のみで実施し、その様子は 

ライブもしくはオンデマンドで視聴いただく予定です。感染状況に応じて、学校評議員（３

地域代表各１名）にご参加いただいたり、取材等をお受けしたりする事でご参加いただけ

なかった方々に、様子をお知り頂く機会としています。 

 

２ 臨時休校等に伴う学びの継続について 

  

昨日の２時４０分に大雨、洪水警報が発表され、５時２５分には大雨警報のみが解除さ 

れ、洪水警報は継続でした。 

そこで、以下のような朝の一斉メールを準備し、その後の対応を協議していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６時５４分には洪水警報も解除されましたので、通常通りの登校となりました。 

今後同様に臨時休校や学年閉鎖、学校閉鎖等となった場合は以下の対応（オンライン）

を基本とします。 

 

 ９：００ 朝の会   ・健康観察をしながら、参加の有無を確認 

            ・今日の予定の確認 等 

９：３０～１０：００ １時間目 

１０：１５～１０：４５ ２時間目 

１１：００～１１：３０ ３時間目 

１１：４５ 終わりの会 ・午後の家庭学習の確認 

            ・明日の予定の確認 等 

 

（未送信） 

午前 7時現在で気象警報が発表されていますので、臨時休校となります。 

 

 持ち帰っているタブレットを利用して、本日の学習及び明日の連絡等を 9時から行い

ます。発熱等の体調不良がない児童はチームズに入る準備をさせてください。 

 

 なお、タブレットの不具合等のため、上記の対応ができない場合は個別に対応します

ので、7時 30分以降に学校へ電話連絡をしてください。 

 

 

 



※ タブレットへのログインは、1年生でも自分でできるようになっています。他学年

も含め、自分でログインができない場合は、保護者の支援をお願いします。引き続

き、学校でも指導を続けます。 

 

３ 登校後の気象警報発表等に伴う引き渡しについてのお知らせ 

  

９月２日付でお知らせしています登校後の気象警報発表時等の引き渡しの方法について、

再確認をお願いします。本校のＨＰにも同様のものを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、引き渡しをおこなう場合でも、より安全な下校ができるように「引き渡しに係 

る現状調査」（7/13付）を行い、年度当初に提出いただいた「引き渡しカード」に追記等

をして整理しています。 

今後、勤務先が変わる等で緊急連絡先に変更がある場合は、連絡帳等でお知らせくださ

い。 

 

ご提出いただくまでの期間が短かったにも関わらず、提出にご協力いただきありがとう 

ございました。記載いただいた内容を確認し、不明な点については個別にお聞きします。 

引き続きよろしくお願いします。 

 

 

 

 



４ 新型コロナウイルス感染症対策等について 

  「緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染防止の徹底について（９/１付）」 

 では以下のお知らせをしています。 

 

 

 

 

 

 また、緊急事態宣言の期間が９月末までになった場合の方針等については、市教委から

の通知が届き次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

【事例１】在校児童に発熱があるため、きょうだいはすべて登校を控えていただく場合 

  発熱の無い児童は家に持ち帰っているタブレットを利用して、学校の授業とつないで 

 学びを継続できますので、お電話で希望をお伝えください。 

 

 

【事例２】家族の発熱について 

  朝の会で健康観察をしている時に、ある児童が「お姉さん（高校生）が３８度の熱が 

 あった。」等の発言をした場合は、念のため、保護者に電話連絡をとり事実確認をして 

 います。確認内容は「姉に発熱があったので通院し、ＰＣＲ検査の結果が陰性だったの 

 で登校させています。」 

 

※ 保護者の皆様には感染症対策にご協力をしていただいておりますが、念のため事実確

認の連絡を入れる事がありますので、ご理解願います。 

 

 

【事例３】教職員の体調管理等について 

  児童と同様に学校の教職員も、同居の家族がPCR検査や簡易検査、抗原検査等を受けて 

 いる場合や発熱等の風邪症状がある場合は出勤できません。その場合は、他の教職員が 

授業を担当します。 

加えて、ワクチン接種やその副反応のため出勤できない事がありますが、学校全体で 

カバーしあいながら学びを継続していきます。引き続き、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

緊急事態宣言が発出されている期間、同居の家族が PCR 検査や簡易検査、抗原検査等

を受けている場合や発熱等の風邪症状がある場合も、登校しないようお願いします。 

その場合は、出席停止となります。 

  


